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「
永
年
無
事
故
運
転
者
表
彰
」

の
申
し
出
受
付
中

　

協
会
員
の
方
で
、
①
運
転
免
許

を
取
得
し
た
後
、
行
政
処
分
を
受

け
た
こ
と
が
な
い
方
、
②
過
去
３

年
以
内
（
平
成
20
年
7
月
１
日
〜

平
成
23
年
6
月
30
日
ま
で
〔
見
込

み
〕）
に
交
通
法
令
違
反
が
な
い

方
を
対
象
に
、
今
年
の
6
月
末
現

在
で
10
年
・
20
年
・
30
年
・
40
年

を
越
え
る
方
は
本
人
直
筆
に
よ
る

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
条

件
に
該
当
す
る
方
は
、
免
許
証
と

印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
水
俣
地
区

交
通
安
全
協
会
（
水
俣
警
察
署
窓

口
）
に
6
月
10
日
ま
で
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

水
俣
地
区
交
通
安
全
協
会

　

℡
６
２-
０
１
１
０
（
４
４
１
）

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種（
税

務
）試
験
受
験
者
募
集

●
受
験
資
格

　

平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

　

６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

　

た
方
（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

●
試
験
の
程
度

　

高
校
卒
業
程
度

自
動
車
税
の
納
付
は
５
月
31

日（
火
）ま
で
で
す
。

　

納
税
通
知
書
は
５
月
初
め
に

お
送
り
し
ま
す
。
最
寄
り
の
金

融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
（
一
部
の
店
舗
を
除
き
ま

す
）、
各
地
域
振
興
局
税
務
課
、

熊
本
県
税
事
務
所
、
自
動
車
税

事
務
所
窓
口
で
納
期
限
ま
で
に

５
月
５
日（
木
）〜
５
月
11
日

（
水
）は
、
児
童
週
間
で
す
。

　

児
童
週
間
を
機
会
に
、
子
ど
も

自
身
の
不
安
や
悩
み
、
子
ど
も
の

夢
、
将
来
の
希
望
等
に
つ
い
て
親

子
で
話
し
合
い
、
家
庭
に
お
け
る

親
子
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、「
食
」
を
通

し
て
の
毎
日
の
親
子
の
生
活
を

考
え
、
心
身
と
も
に
健
全
な
日
常

生
活
が
送
れ
る
か
を
、
考
え
る
機

会
と
し
ま
し
ょ
う
。

特
設
人
権
相
談
所
の
開
設
に

つ
い
て

　

６
月
１
日
の
人
権
擁
護
委
員
の

日
に
合
わ
せ
て
、
左
記
に
よ
り
特

設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

家
庭
内
の
問
題
や
近
隣
関
係
な
ど

心
配
事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は

無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

●
日
時

　

６
月
１
日
（
水
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
場
所

　

役
場
１
階
和
室

●
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課

　

℡
７
８ｰ

３
１
１
１
（
２
１
４
）

水
俣
病
被
害
者
救
済
措
置
申

請
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

県
で
は
、
水
俣
病
被
害
の
方
に

対
す
る
救
済
の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
は
、

か
つ
て
水
俣
湾
又
は
そ
の
周
辺
の

汚
染
さ
れ
た
魚
な
ど
を
た
く
さ
ん

食
べ
た
方
の
う
ち
、
両
手
両
足
の

先
等
に
感
覚
障
害
を
お
持
ち
の
方

で
す
。
救
済
の
対
象
と
な
っ
た
方

に
は
、
水
俣
病
被
害
者
手
帳
が
交

付
さ
れ
、
一
時
金
や
療
養
手
当
、

医
療
費
の
自
己
負
担
分
な
ど
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
左
記

の
日
程
で
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

無
料
法
律
相
談
等
の
実
施

に
つ
い
て

裁
判
所
で
は
、
毎
年
、
憲
法

記
念
日
を
中
心
と
す
る
５
月
１

日
か
ら
同
月
７
日
ま
で
の
１
週

間
を
憲
法
週
間
と
し
、
そ
の
行

事
の
一
環
と
し
て
、
以
下
の
と

お
り
無
料
法
律
相
談
等
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
金
銭
、
土
地
、

家
庭
問
題
等
に
関
す
る
申
立
手

続
き
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
職

員
が
、
登
記
、
人
権
問
題
等
に

関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
法
務

局
の
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
相
談
に

応
じ
ま
す
。
相
談
の
内
容
に
つ

い
て
の
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま

す
。

●
日
時
・
場
所

　

５
月
16
日
（
月
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　

熊
本
地
方
・
家
庭
裁
判
所
八

　

代
支
部

●
問
い
合
わ
せ
先

　

℡
０
９
６
５-

３
２ｰ

２
１
７
６

「
重
度
後
遺
障
害
者
介
護
料

支
給
制
度
」
の
ご
案
内

●
対
象
者

　

自
動
車
事
故
で
「
脳
」、「
脊

　

髄
」、「
胸
腹
部
臓
器
」
を
損

　

傷
し
、
重
度
の
後
遺
障
害
を
持

　

ち
、「
常
時
」
又
は
「
随
時
」

　

の
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
方
。

●
支
給
額

・
常
時
要
介
護
の
方

　

自
賠
責
後
遺
障
害
等
級
「
１
級

　

１
号
」
又
は
「
１
級
２
号
」

　
（
月
額
５
万
８
５
７
０
円
〜
13

　

万
６
８
８
０
円
）

・
随
時
要
介
護
の
方

　

自
賠
責
後
遺
障
害
等
級
「
２
級

の
で
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。（
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。）

●
日
時
・
場
所

　

５
月
17
日
（
火
）

　

午
前
10
時
〜

　

改
善
セ
ン
タ
ー

●
問
い
合
わ
せ
先

　

県
環
境
生
活
部
水
俣
病
保
健
課

　

℡
０
９
６ｰ

３
３
３-

２
３
０
６

　

役
場
住
民
課
住
民
班

　

℡
７
８ｰ

３
１
１
３
（
１
１
３
）

忘
れ
ず
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

県
芦
北
地
域
振
興
局
税
務
課

　

℡
８
２
‐
２
３
１
７

●
申
込
書
の
受
付
期
間

　

６
月
21
日
（
火
）
か
ら
６
月
28

日
（
火
）
ま
で
（
６
月
28
日
の
通

信
日
付
印
有
効
）
で
き
る
限
り
簡

易
書
留
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
第
１
次
試
験

　

９
月
４
日
（
日
）

●
申
込
用
紙

　

人
事
院
九
州
事
務
局
、
熊
本
国

　

税
局
又
は
最
寄
り
の
税
務
署
に

　

備
え
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く

　

は
、
次
の
と
こ
ろ
へ
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

　

八
代
税
務
署

　

℡
０
９
６
５ｰ

３
２ｰ

２
３
４
４

　

１
号
」
又
は
「
２
級
２
号
」

　
（
月
額
２
万
９
２
９
０
円
〜
５

　

万
４
０
０
０
円
）

●
問
い
合
わ
せ
先

　

自
動
車
事
故
対
策
機
構

　

熊
本
支
所

　

℡
０
９
６ｰ

３
２
２ｰ

５
２
２
９


